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発行  あおぞら税理士法人  編集 室井 俊幸 

〒963-0101 福島県郡山市安積町日出山三丁目７１番地 

ＴＥＬ 024-944-3644    ＦＡＸ 024-943-5711 

「年金の日」をご存じですか。国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日として、 

厚生労働省が2014年度から11月30日（いいみらい）を年金の日としたそうです。 

掲載内容に関してご不明点等があれば、お気軽に当法人までお問い合わせください。 

所得税や住民税の改正に伴い、令和 2年分からサラリーマンが提出する扶養控除

等申告書（以下、マル扶）が変わります。どう変わるのか、確認しましょう。 

■ 

■ 

令和2年分では、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が新設されました。また、見た目は変わりませんが、下表のとおり、

要件が改正されています。改正の詳細は裏面をご参照ください。 

＜令和2年分のマル扶＞ ※色をつけた箇所が改正の影響がある部分です。 

令和2年分のマル扶
はココに注意 

 
台風19号で被災された方々にお見舞い申し上げます。 

所得控除名

-

扶養控除

障害者控除

寡婦控除

寡夫控除

勤労学生

- 38万円以下→48万円以下

38万円以下→48万円以下
・「生計を一にする子」の要件(総所得金額等)の改正

・申告者本人の要件(合計所得金額）の改正

・「扶養親族」の要件（合計所得金額）の改正

変更内容

85万円以下→95万円以下

38万円以下→48万円以下

38万円以下→48万円以下

C　障害者、寡婦、寡夫
　　又は勤労学生

マル扶での記載区分等

A　源泉控除対象配偶者

B　控除対象扶養親族

65万円以下→75万円以下

16歳未満の扶養親族

・「配偶者」の要件(合計所得金額)の改正

・「扶養親族」の要件(合計所得金額)の改正

・「扶養親族」と「同一生計配偶者」の要件(合計所得金額)の改正

・「扶養親族」の要件(合計所得金額)の改正
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１. 年末調整の準備・・・年末調整については、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。対象者へ確認する事項、 

提出してもらう書類も多くあります。申告書の提出忘れや証明書の添付もれなどがないように、回収期限を早めに設け、確認しましょう。  

２. 年末賞与の支払準備・・・今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布 
などを行う必要があります。 

３. 所得税の予定納税額の減額申請（第2期分のみ）・・・11月は、所得税（復興特別所得税を含む）の予定納税第2期分の納付月です。もし、その 
年の申告納税見積額が予定納税基準額（注）に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額にかかる承認を申請することができます。 

11月1日～15日までに提出できる減額申請は、予定納税のうち第2期分のみです。 

（注）予定納税基準額は、税務署が計算をして事前に納税者へ通知します。この予定納税基準額は所得税及び復興特別所得税の合計額で計算し 

ます。 

４. パート等の年間収入チェック・・・パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲等で働いていることが多くあります。 
そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから 

収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、調整しておきましょう。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お仕事カレンダー 

１１月１１日（月） ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付期限（１０月分） 

１２月 ２日（月） 

●９月決算法人の申告・納税、３月決算法人の予定納税申告・納付期限 

(前事業年度の法人税額が２０万円超、直前の課税期間の消費税年税額が４８万円超４００万円以下) 

●３月・６月・１２月決算法人の消費税予定納税申告・納付期限 

(直前の課税期間の消費税年税額が４００万円超４，８００万円以下) 

●所得税の予定納税額の納付（第２期分） 

お 仕 事 備 忘 録 

１．所得税の改正の影響 

（1）所得金額要件の改正 

平成30年度税制改正により、所得税の基礎控除額が10万円引上げられました。この改正に伴い、各種所得控除等を適用するための

所得金額要件の上限も10万円引上げられています。マル扶の記載に影響がある部分は、表面にある表のとおりです。 

（2）給与所得控除額、公的年金等控除額の改正 

上記（1）のとおり、所得金額要件の上限が 10万円引上げられたものの、所得金額を

計算する上での収入が、給与等のみ又は公的年金等のみの場合は、実質これまでと変

わりません。それは、給与所得又は雑所得の金額を計算する上での控除額が、改正に

より原則として 10万円引下げられたからです。給与等又は公的年金等の収入のみとし

た場合の、収入金額に応じた所得金額は、右表のとおりです。 

【給与等又は公的年金等の収入のみに対する所得金額】

給与等の収入金額

1,030,000円

1,500,000円

6,777,778円

所得金額

480,000円

950,000円

5,000,000円

年齢 所得金額

480,000円

950,000円

480,000円

950,000円

65歳
未満

65歳
以上

公的年金等の収入金額

1,080,000円

1,633,334円

1,580,000円

2,050,000円

なお、1点注意しなければならないのが、寡婦（寡夫）控除における申告者本人の合

計所得金額要件です。この要件に改正はありません。そのため、給与所得控除額の引

下げのみ影響を受け、給与等の収入のみとした場合の収入の上限が 6,888,889円から

6,777,778円に下がります。 

（3）所得金額調整控除の創設 

源泉控除対象配偶者は、所得の見積額が900万円以下の申告者と生計を一にする

一定の配偶者です。この 900万円に変更はありませんが、収入が給与等のみであった

場合は、改正により新設された『所得金額調整控除』の適用を受けるか否かによって、

所得金額900万円に対する収入金額が右表のように異なります。 

【所得金額900万円に対する給与等の収入金額】

受ける

受けない

所得金額調整
控除※の適用

1,100万円

1,095万円

（※）所得金額調整控除の適用対象者 

その年の給与等の収入金額が850万円超の者で、 

次のいずれかに該当する者 

① 申告者本人が特別障害者に該当する 

② 年齢23歳未満の扶養親族を有する 

③ 特別障害者である同一生計配偶者を有する 

④ 特別障害者である扶養親族を有する 

２．住民税に関する事項 

住民税に関する事項は、次の2点の改正によるものです。 

配偶者や子らがパートやアルバイト収入のみ、あるいは公的年金等のみであれば、実質変動はありません。なお、給与受給者に
ひとり親がいる場合は、単身児童扶養者の確認を案内しましょう。 

改正により、記載欄が新設

（事実婚を除く）の父母

16歳未満の扶養親族 上記1.（1）の改正に紐付き、所得金額の要件は48万円以下に引下げ

個人住民税の非課税措置の対象者に「単身児童扶養者※」が含まれた

（※）単身児童扶養者とは、児童扶養手当の受給者である一定の未婚
単身児童扶養者


